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第５回 安芸太田町病院事業あり方検討委員会 会議記録 

 

令和７年 11月 26日（水）13：30～15：00 

安芸太田病院 ２階 大会議室 

 

○出席者・資料 

・あり方検討委員会委員（敬称略 ◎は委員長、〇は副委員長） 

◎一戸 和成 （総務省経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー） 

大江 昭典 （安芸太田町議会総務常任委員会委員長） 

影井 伊久美（安芸太田町議会子ども子育て・若者支援対策特別委員会委員長） 

湯浅 妙子 （広島県介護支援専門員協会安芸太田ブロック長） 

斎藤 正國 （安芸太田町地域医療を守る会会員） 

小田 純子 （安芸太田町教育委員会教育委員） 

二見 吉康 （安芸太田町自治振興会連絡協議会会長） 

平林 直樹 （安芸太田町病院事業管理者） 

結城 常譜 （安芸太田病院病院長） 

・オブザーバー 

戸出 啓介 （広島県健康福祉局医療介護政策課参事） 

岸野 康之 （税理士岸野康之事務所（税理士））  

松原 朱美 （安芸太田病院副院長（看護部）） 

・事務局 

橋本 博明 （安芸太田町長） 

 正岡 剛  （安芸太田病院副院長（事務長）） 

 伊賀 真一 （安芸太田町健康福祉課長） 

 佐々木 文義（安芸太田町健康福祉課主幹（福祉事務所長）） 

 佐々木 一 （安芸太田町健康福祉課課長補佐） 

 西 圭司  （安芸太田町健康福祉課係長（保健師）） 

佐々木 晃 （安芸太田町健康福祉課主任） 

葉田 茂   （株式会社システム環境研究所大阪事務所長） 

大八木 将也 （株式会社システム環境研究所大阪事務所）  

・配布資料 

会議次第 

資料１：あり方検討委員会構成メンバー 

資料２：住民説明会の振り返り 

資料３：あり方検討委員会報告書（素案） 
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○会議録 

1.開会 

事務局：本日は、お忙しいところ、第５回病院事業あり方検討委員会にお集まりいただ

きありがとうございます。本日は、副委員長の伊藤敏安教授及びオブザーバー

の伊藤公訓教授が、大学用務のため欠席です。それでは、一戸委員長より開会

のご挨拶をお願いいたします 

 

2.委員長あいさつ 

委員長：11月３日と８日に委員会としての中間とりまとめの住民説明会を行いました。

数多くのご意見をいただきました。本日は説明会の結果とそのアンケート調査

の結果も踏まえた説明があると思います。基本的には、一部を除き大きな異論

は無かったと理解しております。その結果を踏まえた報告書のとりまとめに向

けて進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

3.議事 

事務局：ありがとうございました。これより議事に入ります。ここからの議事の進行は

一戸委員長にお願いいたします。 

 

委員長：それでは早速進めていきたいと思います。資料２「住民説明会の振り返り」に

ついて、資料の説明をお願いします。 

 

（資料２を説明） 

 

委員長：ありがとうございます。１ページ目をご覧いただくと、概ねの方向性が分かる

と思います。「理解できなかった」を反対意見と捉えると、「理解できなかった」

が２桁を超えているのは戸河内診療所の方向性のみ、という結果でした。結果

を２ページ目に円グラフで示してあります。戸河内診療所以外に、救急医療や

収益改善は取り込んで欲しいと解釈できるのではないでしょうか。ただし、ア

ンケート結果は住民説明会の出席者のみを対象としておりますので、住民の代

表者の意見ではありません。また、自由記載欄については、「あり方検討委員会

への意見」が最も多い結果でした。「このような大事な話を議会では無く検討

委員会で決めないで欲しい」といった内容がありましたが、このような機微に

触れる内容を第三者的な中立的な視点で行うことが大事だと思っています。ざ

っとご覧いただいて、説明会の後にご意見をいただいている方もいらっしゃる

と思います。結果は町としてどうされる予定でしょうか。 
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事務局：アンケートの集計結果は、広報の 12 月号に集計結果のグラフ及び住民説明会

での質疑応答を掲載する予定です。12月５日頃に全戸配布予定です。 

 

Ａ委員：戸河内診療所の方向性については、意見が挙がると思っていました。委員長は

どのように回答されたのでしょうか。 

 

委員長：今まで委員会でご議論させていただいた範囲でお答えしています。大きく分け

ると「無くさないで欲しい」「医師を確保して欲しい」「病院にアクセスしにく

い」という意見でした。回答として、「県全体として医師の確保に向けて動いて

いるが現状難しい。そういった中で現在の診療所所長の年齢から、診療の継続

が難しくなってきた時期では無いか。1日 30人の受診者のうち、安芸太田病院

には受診しておらず診療所のみ受診されている患者が 10 人程度ということを

踏まえると、病院へのアクセスの確保や在宅医療の充実によって対応できる可

能性があり、町の政策として考えられるのではないか。また、15 年後に人口、

患者数ともに３割減少することから、経営上の観点からも診療所を維持するこ

とは難しいのではないか。」とお答えしています。 

 

Ａ委員：「あり方検討委員会の委員がどこまでの権限を持って開催しているのか」とい

った意見は聞いています。全体的な収支を見る中で、人口減少していく中で病

院事業をどうやって継続していくのか、その点を理解していただいた上で、将

来は（病院と診療所を）統合していくのが一つの方法ではないかと思います。 

 

委員長：論点として「いつ無くすのか」も挙がっていました。「中間とりまとめでは『一

定の期間』と記載しているが、一定の期間とはいつなのか」といった意見でご

ざいました。「『診療所所長が継続できる限り』になるのではないか」と回答さ

せていただいています。 

 

Ａ委員：検討会での感触はどうでしたでしょうか。 

 

委員長：住民説明会には、ご意見をお持ちの方が参加される傾向にあります。その中で、

P2に示します「戸河内診療所の方向性」について、「理解できた」「どちらとも

いえない」「理解できなかった」が３割ずつであったことをどのように解釈す

るかだと思います。 

 

Ｂ委員：アンケートの表現が「理解できた」「理解できなかった」であり、記載する側

も迷うと思います。「理解できた」に回答した人の中には「説明について理解で
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きたが賛成していない」人もいると思います。そういった回答者がどの程度占

めているかが、このアンケート結果では読み取れません。 

 

委員長：そのために自由記載欄を設けており、賛成しかねる方はご意見を記載いただい

ていると理解しています。実際、アンケート結果の中にも「理解はできるけど

感情的に賛成できない」といった意見もございます。 

 

Ａ委員：あり方検討委員会としては、検討結果を取りまとめて町に答申する形となりま

す。全国 800ある自治体立病院の８割が赤字といった現状において、人口は減

少し、国や自治体の財政がひっ迫していく中、今後この状況が改善することは

難しいと思っております。そのため、委員会の報告書を基に、町はできるとこ

ろから早々に結論を出し、時間を置かずに取り組んでいく必要があると感じて

おります。 

 

委員長：委員会としては、政治的なことについては触れず、「現状の数字を元に中立的

に判断して病院事業をどうしていくか」を取りまとめていく方向性です。 

 

Ｃ委員：会場に来場されていた方にアンケートを取られておりますが、2040 年を見据

えて議論していく内容であることから、40代以下の世代がもっとご参加いただ

きたかったと思います。12月の広報にて、若い世代の意見を取りまとめる予定

はありますか。 

 

事務局：今年度において、全戸を対象にアンケートを実施する予定はありません。 

 

委員長：何かしらのご意見をフィードバックする形でよいのではないでしょうか。 

 

事務局：町に対しても、ご意見をいただく予定ですので、町公式サイト等で意見等への

フィードバックをする予定です。 

 

委員長：住民説明会で、回答保留となりました質問についての説明をお願いします。 

 

事務局：住民説明会にて時間の都合から質問を保留とさせていただきました質問事項を、

説明会の後にお寄せいただきました。内容としては、あり方検討委員会では無

く町として回答すべき内容もあることから、アンケートの自由記載欄のご意見

と合わせて、町より回答を行う予定です。 
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委員長：第４回あり方検討委員会の中間報告の内容から、住民説明会を経てあり方検討

委員会報告書の記述を変更した箇所がございます。それを踏まえて、現段階で

のあり方検討委員会報告書の案を作成いただきましたので、説明をお願いしま

す。 

 

（資料３を説明） 

 

委員長：ありがとうございました。青字や下線部が修正箇所であり、P12で「2025年度

の収支見込」を追記しています。住民説明会にて「内部留保金が過大ではない

か」というご意見がありました。今年度（2025年度）の収支見込を記載するこ

とで、町からの補助金が無ければ内部留保金は枯渇するため過大では無いこと

を理解いただければと思います。また、P13にて「2025年度の退職状況」を追

記し、今年度は全職員の 12%が退職する見込みであることを示しています。病

院は看護職員の配置基準があり、配置基準に応じて病院が得られる収入が変動

します。そのため、基準を満たせなくなると収益が減少する可能性があること

を P14にて記載しています。戸河内診療所の方向性は、住民説明会の意見を反

映した記載に修正しております。数字だけで判断して唐突に診療所を廃止する

訳では無く、医師の確保や住民への影響を踏まえつつ慎重に検討する旨を追記

しております。 

 

Ｄ委員：「はじめに」の文章の終わりが敬体ですが、他の文章は常体となっています。

常体に統一した方がよいと思います。 

 

Ａ委員：P12の 2025年度の収支見込について、14億 5000万円の収益見込みは、どのよ

うな根拠でしょうか。 

 

Ｅ委員：病院の試算としては赤字になる見通しであったが、赤字予算にはできないため、

収支が概ね均衡になる試算としています。 

 

Ａ委員：医業会計において、給与費比率は医業収益に対する比率であり、民間には分か

りづらいので、貢献利益（材料費や委託費を差し引く）に対する給与費比率で

算出した方が、会計上望ましいと思います。貢献利益に対する給与比率では

102%になります。 

 

Ｅ委員：5,300人弱である安芸太田町の人口規模で、町の補助金無しで病院を維持する

ことは現実的では無いことをご理解いただきたいです。仮に黒字化しようとす
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ると、過剰診療や過剰検査といった公立病院の使命に反することを行わなけれ

ばなりません。また、医療機器についても町からの補助を得られないのであれ

ば、その機器が無い前提でどのように医療を提供していくのかを検討していか

ないといけません。そういったことをご理解いただいた上で検討を進めていか

ないといけないと考えております。 

 

Ａ委員：私自身、高額医療機器である MRI で病気が見つかった経緯があります。「残す

べきものは残す。そうでないものは見直し、町民全体で協力できるところは協

力する」必要があると思います。戸河内診療所の状況を考えると、総合診療の

医師が担うことが望ましいと思います。 

 

委員長：現状の安芸太田病院は、法律上決められた繰出金の範囲で何とか経営できてい

ます。それができなくなると、安芸太田町がそれ以上の金額を基準外繰出金と

して補填するか、病院機能を縮小するかの選択に迫られます。また、病院の人

員についても考慮が必要です。看護師等は配置基準が設けられており、最低限

の人数確保が必要となります。そのため、人員を確保できなくなるとその機能

を削減せざるを得なくなります。単純に人員を削減すれば良い訳では無いこと

をご理解ください。コストと人員のバランスが重要となります。 

 

Ａ委員：前回も戸河内診療所と安芸太田病院の会計が分れていることについて、前回も

質問したと思いますが、改めてどう考えていますか。 

 

委員長：住民説明会でも同様の意見がありましたが、「病院と診療所それぞれで管理す

るべきものではなく、安芸太田町病院事業一体であり、町の病院事業を継続す

るために有効的に使うべき。」と回答しております。 

 

Ａ委員：現状の決算書では分かりづらく、損益計算書も原価計算を行うべきではないで

しょうか。 

 

オブザーバー：これまで様々な企業会計も含めて見てきた中で、民間病院の決算書は病院間の

比較をしやすく構成されています。一方で、民間病院と自治体病院の違いとし

て、自治体病院の場合は国や町からの繰入金が決算書の項目に更に追加されま

す。そうなると項目が分かりづらく比較がしづらくなります。また、入院と外

来と分けて原価計算を行うとなると、ある程度の技術や工夫が必要となります。 

 

事務局：伊藤副委員長より、「あり方検討委員会で挙がった主要な意見を報告書に記載
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しており、住民説明会で挙がった主要な意見についても報告書に記載してはど

うか」との意見が挙がっています。 

 

委員長：異論はありません。 

 

Ｅ委員：グラフも載せてもよいのではないのでしょうか。 

 

Ｆ委員：報告書の記載内容について、2040 年に向けた一定の方向性は記載されている

ため、この内容でよいのではないでしょうか。 

 

Ｂ委員：診療所の問題が、住民の一番関心がある事項だと思います。報告書内に「慎重

に見極めながら」「実情に応じた円滑な移行」等、配慮がなされており、記載内

容としてはよいのではないでしょうか。 

 

委員長：委員の皆様からご意見いただければと思います。 

 

Ｇ委員：P13「2025年度の退職者数」にて、看護師数が 2025年度に 15人退職するとの

ことですが、今後の採用計画はどのように考えられていますか。 

 

Ｅ委員：減少した人数と同数を採用することはありません。現在の入院状況として、入

院してもらいたい患者が入院できないような状況が発生しておらず、過剰にな

り得る採用をする必要は無いと考えています。一般企業であれば、規模の縮小

に比例して人員を減らすことはできますが、病院は配置基準という患者数に対

して必要となる職員数（患者 20人に対して看護師１人等）が決められており、

患者数が減ったから職員数も比例して減ることはありません。また、状況によ

っては病院から診療所に突然変わることも起こり得ます。現状の病院の状況を

踏まえると、そういった可能性が十分あり得ると常々思っております。そのこ

とを皆さんにご理解いただき、ご協力をお願いします。 

 

Ｄ委員：看護師を含め、募集をしても応募が無く、医療従事者の採用が困難な状況にな

ってきています。配置基準を満たさなくなった時点で病院そのものを継続でき

なくなる可能性があることをご理解ください。 

 

Ｈ委員：P13「職種別 人員数の将来推計」から、「2025年の看護師数が 2035年の推計

に水準にまで減少する現状がある」という理解でよろしいでしょうか。 
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委員長：以前の検討委員会での議論の中で、「精神病床を減らしたことで現状の職員数

が病院規模と比べて多くなっている」との報告があり、新規雇用をしない場合、

職員数がどのように推移していくか（自然に減少していくか）をシミュレーシ

ョンしたのが P13の「職種別 人員数の将来推計」です。そのため、病院事業

を維持するために必要な人員数では無いことをご理解ください。 

 

Ｃ委員：報告書の記載内容としては良いと思います。過疎地域ならではの複雑な問題が

絡み合っているように感じています。お金の問題も人の問題も危機感もって共

有していかなければならないということが、検討委員会を立ち上げた経緯と思

っています。住民の皆さんが心配されている大きな問題として「戸河内診療所

の方向性」だと思っています。検討委員会のメンバーとして、「感情論」だけで

は検討できないと思っています。 

 

委員長：住民感情として現状のまま維持してほしいことはよく理解できますが、収益や

人員配置の問題から病院の維持がすぐにでも難しくなる可能性があることを、

報告書から理解いただけると幸いです。 

 

Ｄ委員：P12-13「④2025年度の収支見込」の本文に違和感があるので、修正をお願いし

ます。 

 

Ａ委員：住民の方から質問を受ける可能性があるので、委員の皆様には、報告書の内容

を熟読いただき、質問に対して皆様が同じ回答をできるようにお願いします。 

 

4.閉会 

委員長：以上で、第５回のあり方検討委員会は終了します。 次回第６回のあり方検討

委員会は、１月 23 日（金）13：30 から、安芸太田病院 ２階大会議室で行い

ます。次回は 12月広報への掲載結果を踏まえた報告になるかと思います。 

 

事務局：今回配布した資料３の報告書（素案）は作成途中であるため、町公式サイトに

は掲載しない予定です。取扱いには十分ご注意ください。 

 

町 長：本日はいろいろご審議いただきありがとうございました。住民説明会や広報誌

等について住民の皆様からご意見をお寄せいただきまして、ご意見に対してお

返しをしていく予定でございます。次回検討委員会に向けて、今回の報告書の

変更点等をよく見ていただき、ご指摘いただければと思います。アンケートの

自由記載欄については、町にて熟考・ご相談したいと思います。改めて、大変
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難しい課題をご審議いただきありがとうございます。診療所についても、「す

ぐ診てもらえるということは、あまり混みあっていない」ことの裏返しになり

ますので、そういった部分も各々の危機感の持ち方の違いであると思いました。

今日の検討委員会の皆様の意見をしっかりと受け止めたいと思っております。

最後まで取りまとめをお願いします。ありがとうございました。 


